
（高等裁判所経由）

金地裁総第551号

（組ろ－02）

平成31年4月19日

最高裁判所事務総局総務局長殿

金沢地方裁判所長萩本 修

裁判事務の分配等の定めについて

（平成6年7月22日付け総一第182号に基づく報告）

4月15日現在の標記の定めは，別添のとおりです。
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第1 裁判官の配置

本庁

第一部

部総括判

判

判

判

1

(1)

事
事
事
事

修

滋人

陽一

達也 （兼務）

（注1）

純

健治

敬太郎

健太

康－

ひとみ） （注2）

尚也 （兼務）

若奈 （兼務）

友希

彩香

智子

萩
加
大
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本
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事
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判
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く

野
川
見
村
葉
井
野
上
部
井
椋

士
ロ

武
釜
千
松
佐
村

事
事
事
事
事
事
事
事
事

(職権特例）

(職権特例）

(職権特例）

(職権特例）

(職権特例）

戸

浅

小

(2)第二部

部総括

部民

島
野
川
見
村
井
部
井

加
押

滋人

純

健治

敬太郎

健太

ひとみ）

友希

彩香 （兼）

（注3）

士
ロ

武
釜
松

(職権特例）

(職権特例）

事
事
事
事

戸

浅

判 事 補 智子小椋
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（刑事部）

判 事

判 事 補

判 事補

第三部

部総括

(3)

村
葉
井

陽
康
彩

大
千
浅

■■■■■

(職権特例） ■■■■■

香

小松支部2

尚
尚

判 事

判 事補

宮
佐

行

也 （てん補）

（注4）

下
野(職権特例）

可

七尾支部

判 事補

輪島支部

判 事補

金沢簡易裁判所

司掌者簡裁判事

3

逵
恒(職権特例） 熊 明谷

4

甦
但 明 （てん補）(職権特例） 熊 谷

5

修（兼官）

(注5）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼宮）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

（兼官）

萩 本

事
事
事
事
事
事
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事
事
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事
事
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事
事

簡
簡
簡
簡
簡
簡
簡
簡
簡
簡
簡
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簡
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簡
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也
純

健
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圭
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箏
桓

太釜
武
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松
佐
村
戸
大
小
坂

敬太郎

康－

ひとみ）

尚也

若奈

友希

・ 守

孝博

克也
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小松簡易裁判所

司掌者簡裁判事 （兼官） 宮下尚行

簡裁判事 吉田 進

七尾簡易裁判所

司掌者簡裁判事 （兼官） 熊谷浩明

簡裁判事 田島憲一 （兼務）

輪島簡易裁判所

簡裁判事 （兼官） 熊谷浩明 （代行）

簡裁判事 田島憲一

珠洲簡易裁判所

簡裁判事 （兼官） 熊谷浩明 （代行）

簡裁判事 田島憲一 （兼務）

調停主任の指定

本庁の調停事件(職権調停事件のうち，当該部において自ら処理する事件を
除く｡)については,第二部に所属する裁判官(未特例判事補を除く｡)を,支部
及び簡易裁判所の調停事件については,当該支部及び簡易裁判所に所属す
る裁判官を,それぞれ民事調停法第7条第1項の調停主任とする。

労働審判官の指定

第二部に所属する裁判官(未特例判事補を除く｡)を労働審判法第8条の労働
審判官とする。

氏名表記後の(兼務)は,兼務庁であることを示す｡以下同じ。

6

7

8

9

10

11

注1氏名表記後の(兼務)は，

注2官職･氏名の（ ）表記は， 又は海外留学

中等であることを示す｡以下同じ。

注3氏名表記後の(兼)は,第二部又は第三部を兼務していることを示す｡以下同
じ。

注4氏名表記後の(てん補)は,事務分配の定めに基づくてん補であることを示す。
以下同じ。

注5官職表記後の(兼官)は,兼官による配置であることを示す｡以下同じ。

4



第2裁判事務の分配

1 事務分配の通則

（1）次の各号の事件は，本庁で取り扱う。

ア各支部及び各簡易裁判所の裁判官に対する除斥，忌避及び回避事件

イ各支部及び各簡易裁判所の裁判官がした裁判に対する準抗告事件

ウ労働審判，会社更生及び船舶所有者等・油濁損害賠償責任制限手続並びに

その付随事件

エ小松支部管内の次の各号の事件

（ｱ）不動産，船舶，航空機， 自動車，建設機械及び小型船舶に対する強制執

行事件並びにそれらを目的とする担保権の実行としての競売等事件

（ｲ）債権及びその他の財産権に対する強制執行事件並びにそれらを目的とす

る担保権の実行及び行使事件

（ｳ）事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件

㈲企業担保権実行事件

㈱財産開示事件

㈲上記(ｱ)から㈱までに関連する執行雑事件

オ各支部における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受の原

記録の保管事務

(2)輪島支部管内の次の各号の事件は，七尾支部で取り扱う。

ア不動産，船舶，航空機， 自動車，建設機械及び小型船舶に対する強制執行

事件並びにそれらを目的とする担保権の実行としての競売等事件

イ債権及びその他の財産権に対する強制執行事件並びにそれらを目的とする

担保権の実行及び行使事件

ウ事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件

エ企業担保権実行事件

オ上記アからエまでに関連する執行雑事件

(3)各支部における医療観察法による審判の手続に関する事務は，本庁において(3)各支部における医療観察法による審判の手続に関する事務は，本庁において

取り扱う。ただし，同法第33条第1項又は第59条第1項若しくは第2項の
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申立ての受付及び当該申立てを受けた地方裁判所の裁判官が行う事務は，小松

支部については同支部で取り扱う。

(4)執務時間外の令状関係事件（各種の令状請求事件のほか，第1回公判終了前

の身柄に関する事務，被疑者国選弁護人請求に関する事務を含む。 ）は， この

定めによるほか，金沢地方裁判所本庁の裁判官（兼務者を含む。 ）及び金沢簡

易裁判所の裁判官が別途定めるところによる。この場合において，必要がある

ときは，金沢地方裁判所の裁判官（兼務者を含む。 ）は各支部の裁判官の事務

を取り扱うこととし，金沢簡易裁判所の裁判官（兼務者を含む。 ）は管内の他

の管轄簡易裁判所の裁判官の職務を代行する。

(5)金沢地方裁判所本庁又は支部の各裁判官がその担当事件につき回付を相当と

するときは，回付先の担当裁判官（回付先が本庁になる場合で担当裁判官が未

定であるときは，民事事件は民事部の部総括裁判官，刑事事件は刑事部の部総

括裁判官） と協議の上， これを本庁においては支部に，支部においては本庁又

は他の支部に，それぞれ回付することができる。協議が整わないときは，所長

が，民事部又は刑事部の部総括裁判官の意見を聴いた上，回付の可否を決す

る。

(6)所長は，新任判事補に対し，研さんのため， 2に定める当該判事補の担当事

務以外の裁判事務の取扱いを命じることができる。
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2本庁

（1）第一部

7

萩
本

合議

加
島
中
野
押
野
吉
川
武
見
釜
村
佐
野
村
上
戸
部
小
椋

合議

大
村
千
葉
浅
井
備考

合議体で
処理した

事件の差
戻事件

民事事件

刑事事件

本合議体所属の裁判官の協議による。

部所属の裁判官の協蕊による。

起訴強制事件

起訴議決に関する指
定弁護士の指定等

準抗告
(刑訴法
429条事
件）

合議事件
の準抗告
事件

上記以外

の事件

本合議体所属の裁判官の協議による。

部所属の裁判官の協議による。

除斥,忌
避及び上
記に関係
する雑事
件

医療観察
法

本庁の民
事事件及
び支部・
簡裁の刑
事事件

本庁の刑
事事件及
び支部・
簡裁の民
事事件

差戻事件
(原審で
法41条1
項決定が
あった事
件）

本合議体所属の裁判官の協議による。

本合議体所属の裁判
官の協議による。
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萩
本

合議

加
島
中
野
押
野
吉
川

武

見

釜
村
佐
野
村
上
戸
部
小
椋

合議

大
村
千
葉
浅
井
備考

医療観察
法

裁判官・
精神保健
審判員・
書記官の
除斥事件
(裁定合
議を相当
とする事
件)，裁
判官の処
分に対す
る不服申
立事件，
裁判所の
処分に対
する異議
申立事件

部所属の裁判官の協議による。

裁判員法

対象事件
からの除
外決定

不選任決
定の請求
を却下す
る決定に
対する異
議申立事
件

解任請求
を却下す
る決定に
対する異

議申立事
件

本合議体所属の裁判官のうち所長が指名する裁判官



(2)第二部(民事部）

9

加
島
押
野
吉
川Ｉ
釜
村
武
見
戸
部
小
椋
浅
井

備考

合 議 事 件 本合議体所属の裁判官の協議による。

単独事件

|△ 〆 モ ゞ|=|~~ _’

※吉川
裁判官の分
裁判官の協
定める。

と釜村
は,両

議により

通 常 訴 訟

手形・小切手訴訟

（異議後係属）

7
q■■■■

37

扣
一
師

※10
q■■■■

37

、
一
頭

行政訴訟 0 同雑

1
■■■■■

2

1
■■■■■

2

人身保護 9 同雑

1
■■■■■

2

1
－

2

再 審 原判決をした訴訟法上の裁判所所属の裁判官

民事非訟･商事非訟
(借地非訟,借地･借家
臨時処理を含み,特別
清算事件,過料を除
<･）

全

過 料
(執行事件における過
料を除く｡）

全

特 別 清 算 全



I

10

加
島
押
野
吉
川
釜
村
武
見
戸
部
小
椋
浅
井

備考

保全命令,保全執行，
起訴命令(労働及び知
的財産権関係事件を
除く｡）

仮登記を命ずる処分
共 助

保全命令,保全執行，
起訴命令(労働及び知
的財産権関係事件）

保全異議，保全取消
(旧法事件を含む。）

労 働 審 判

破産(同時廃止事件）

破産（管財事件）

再生 （通常）

個 人 再 生

会 社 更 生

簡易確定事件

1
■■■■■

2

１
－
２

※1
q■■■■

2

1
■■■■■

2

1
ー

2

1
■■■■■

2

1
一

3

1
ー

3

1
■■■■■

3

1
－

3

1
－

3

1
ー

3

１
－
６

２
－
６

３
－
６

1
■■■■■

2

1
■■■■■

2

1
一

2

1
ー

2

全

1
－

6

２
’
６

３
’
６

※吉川裁判官と釜村
裁判官の分配は,両
裁判官の協議により
定める。



担当者

種別

11

加
島
押
野
吉
川
釜
村
武
見
戸
部
小
椋
浅
井
備考

不動産担保権実行，
企業担保権実行，
不動産強制執行

債 権 執 行

財 産 開
4■■■

ホ

執 行 雑

執行事件における過料

船舶所有者等・油濁
損害賠償責任制限

調 停
(職権調停を除く。）

調 停
（職権調停）

民 事 雑
(証拠保全及び提訴前
証拠収集を含む｡）

配偶者暴力等に関す
る保護命令

仲 裁 関 係

1
ー

5

1
一

5

1
4■■■■

5

１
－
５

1
0■■■■

5

２
’
５

1
■■■■

5

２
－
５

全

２
－
４

1
－

4

1
－

4

全

1
－

2

1
q■■■■

2

全

本案事件担当裁判官又は裁判
長

１
’
２

1
■■■■■

2

1
ー

3

1
－

3

１
－
３

全

基本となる事件のあるもの

については同事件の担当裁
判官が担当する。

基本となる事件のあるもの
については同事件の担当裁
判官が担当する。



(3)第三部(刑事部）

ア

12

大
村

千
葉

浅
井

備考

公
判
請
求

法定 ・ 裁定合議

単 独

全

1
q■■■■

2

1
■■■■■

2

組織的犯罪処
亜
割 法

62条1項の審査請求

国際刑事裁判所協力法第2章の規定
による各審査請求

1
ー

2

1
－

2

再 審

刑事補償，費用補償，訴訟費用
免除 9 刑訴法350条の決定

刑事損害賠償命令

組織的犯罪処罰法65条1項の取消請
求

(麻薬特例法23条及び国際刑事裁判
所協力法42条により準用される場合
を含む｡）

原裁判をした訴訟法上の裁判所所
属の裁判官

準抗告（刑訴法430条事件）

刑の執行猶予言渡取消請求事件

証 人 尋 問 請 求

共 助

保
全
請
求
事
件
及
び
こ
れ
ら

の
処
分
に
付
随
す
る
申
立
事

件

第1回公判期日前までの麻薬
特例法第5章及び組織的犯罪
処罰法第4章のうち単独事件
に関するもの

国際刑事裁判所協力法第2章

全



イ執務時間内の令状請求(起訴前及び起訴後第1回公判期日前まで)は浅井裁判官に分配
し,浅井裁判官に差し支えがある場合は,てん補により戸部裁判官及び小椋裁判官に分配す
る。

ウ勾留理由開示は,勾留裁判官又は勾留裁判所が担当する(勾留延長期間内の勾留理由
開示は,勾留の原裁判をした裁判官が担当する｡起訴後第1回公判期日前の勾留理由開示
は,執務時間内請求令状関係の例による｡)。

エ犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受の原記録の保管事務は,刑事部
総括裁判官(同裁判官が差し支えの場合は,刑事部右陪席裁判官)が処理する。
また,執務時間外に傍受の原記録を使用する必要が生じた場合には,別途定めるところに
より金沢地方裁判所本庁の裁判官(兼務者)がその事務を担当する。

オ保全請求事件及びこれらの処分に付随する申立事件につき,第1回公判期日前までの麻
薬特例法第5章及び組織的犯罪処罰法第4章所定の事件で合議事件に関するもの並びに組
織的犯罪処罰法第6章所定の事件は,てん補により戸部裁判官及び小椋裁判官に各2分の1
の割合でそれぞれ分配する。

力医療観察法における鑑定入院命令に係る手続,精神保健審判員が任命される前の各種
通知(規則39条1項の通知を除く｡),連戻状の請求に係る手続並びにその他の事件は,浅井
裁判官に2分の1の割合で分配し,てん補により戸部裁判官及び小椋裁判官に各4分の1の
割合でそれぞれ分配する。

キその他の事件(勾留執行停止及び勾留取消(起訴前及び起訴後第1回公判期日前まで）
並びに求令状起訴,第1回公判期日前までの保釈請求及び起訴後の接見禁止請求を含む｡）
は,浅井裁判官に2分の1の割合で分配し,てん補により戸部裁判官及び小椋裁判官に各4
分の1の割合でそれぞれ分配する。
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大
村

千
葉

浅
井

備考

医
療
観
察
法

法41条1項の決定があった場合
の対象行為の存否に関する事件

各種処遇事件及び競合する処
分の調整の申立てに係る事
件,鑑定入院先の指定変更命
令手続事件,規則39条1項の
通知

差戻事件(原審で法41条1項
の決定があった事件を除く｡）

裁判官｡精神保健審判員･書記官
の除斥事件(裁定合議を相当とす
る場合を除く｡),嘱託による事実
の取調べ

全

1
■■■■■

2

1
－

2

裁判官の協議による。

大村裁判官が担当する事
件については千葉裁判官
に,千葉裁判官が担当す
る事件については大村裁
判官に配てんする。



3小松支部

（1）民事

(2)刑事

4七尾支部

5輪島支部

14

種 別 担当者 備考

民事事件全部 宮下

宮下 佐野 備考

公 判 請 求

再 審

刑事損害賠償命令

刑事補償,費用補償,訴訟費用
免除,刑訴法350条の決定

全

証人尋問 請求

証 拠 保 全

共 助

その他(刑事損害賠償命令に関
する申立てで民事雑事件に該当
する事件を含む｡）

全

種 別 担当者 備考

民 。 刑 事事件
全 部

熊谷

種 別 担当者 備考

民 ． 刑 事事件
全 部

熊谷



6金沢簡易裁判所

（1）民事

15

加島 大西 小泉 坂下 備考

民事

そ の 他

扇
い'本案事件鵬裁判ゞ ’

通常訴訟 ， 手形。

小切手訴訟

1
－

3

1
ー

3

1
ー

3

少 額 訴 訟
(異議事件を含む。 ）

1
1■■■■

3

1
－

3

1
一

3

再 審
原裁判をした訴訟法上の裁判
所所属の裁判官

調 停
（ 医事関係 ）

全

調 停
(医事関係調停事件及び
職権調停を除く。 ）

1
－

3

1
－

3

1
ー

3

調 停
（ 職権調停 ）

本案事件担当裁判官

保 全

1
ー

3

1
－

3

1
1■■■■

3

起訴前の和解,公示催
告,借地非訟,過料,共助

1
－

3

1
q■■■■

3

1
一

3

1
－

3

1
■■■■

3

1
ー

3



(2)刑事

(3)勾留理由開示は,勾留裁判官又は勾留裁判所が担当する(勾留延長期間内の勾留

理由開示は,勾留の原裁判をした裁判官が担当する｡起訴後第1回公判期日前の勾留

理由開示は,執務時間内請求令状関係の例による｡)。
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大西 小泉 坂下 備考

刑事

執
務
時
間
内
の
令
状
請
求

（
身
柄
に
関
す
る
事
件
を
含
む
。
）

ハ幽誕子リ旨卿､程＝ツつ蓉干ﾘﾛ月不争汁

については,小泉,坂下各裁判官が順
てんで担当する。
小泉裁判官が担当する公判購求事件
については,坂下,大西各裁判官が順
てんで担当する。

起訴後第1回公坂下裁判官が担当する公判請求事件
判期日前まで については,大西,小泉各裁判官が順

てんで担当する。 I

蕗弐語苓E奇守蔦定弐藪莉面〒『定罰
裁判｣という｡)の担当は次のとおりとす
る。

大西裁判官の発したものは小泉,坂下
各裁判官に順てん
小泉裁判官の発したものは坂下,大西
各裁判官に順てん
坂下裁判官の発したものは大西,小泉
各裁判官に順てん公 判 請 求

1
一

3

1
－

3

1
ー

3

略
式

交通切符

そ の 他

1
．■■■■

3

1
－

3

1
ー

3

再 審
原裁判をした訴訟法上の裁判
所所属の裁判官

証人尋問請求,証拠保
全,共助,刑事補償,費用
補償,訴訟費用免除医
療観察法に規定する嘱託
による事実の取調べ,その
他

1
－

3

1
ー

3

1
1■■■■

3

起 訴 前

1
■■■■■

3

1
ー

3

1
ー

3



7小松簡易裁判所

8七尾簡易裁判所

g輪島簡易裁判所

10珠洲簡易裁判所

17

種 別 担当者 備 考

民・刑事事件全部 吉田

刑事事件の正式裁判は,下記順序
で順次代行して処理する。
(1) 佐野
(2) 所長が指名する裁判官

種 別 担当者 備 考

民・刑事事件全部
（但し，執務時間外の
令状関係を除く 。 ）

執務時間外の
令 状 関 係

田島

関係裁判官が
協議して,別途
定める。

刑事事件の正式裁判は,下記順序
で順次代行して処理する。
(1) 熊谷
(2) 所長が指名する裁判官

種 別 担当者 備 考

民・刑事事件全部
（但し，執務時間外の
令状関係を除く 。 ）

執務時間外の
令 状 関 係

田島

関係裁判官が
協議して,別途
定める。

刑事事件の正式裁判は,下記順序
で順次代行して処理する。
(1) 熊谷
(2) 所長が指名する裁判官

種 別 担当者 備 考

民 。 刑事事件
全 部

田島

刑事事件の正式裁判は,下記順序
で順次代行して処理する。
(1) 熊谷
(2) 所長が指名する裁判官



第3裁判事務の代理,代行順序

注1 「第2裁判事務の分配｣中に代理裁判官の定めがあるときは,その定めによる。

注2上表により難いときは,所長が指名する裁判官が代理又は代行する。

(附則）

以上所定の裁判官に転任等の事由が発生したときは,原則として,その後任者がこれに当たる
ものとする。

18

本官 代理裁判官

本庁民事合議体の裁判官
1本庁第二部の他の裁判官で,同部総括裁判官が指名する

2

裁判官

本庁第三部の裁判官で,同部総括裁判官が指名する裁判官

本庁刑事合議体の裁判官 本庁第二部の裁判官で,同部総括裁判官が指名する裁判官

本庁単独係の裁判官

1当該裁判官が所属する部の総括裁判官が指名する裁判官
2本庁第二部所属の裁判官については同第三部の,同第三部
所属の裁判官については同第二部の各裁判官で,各部総括
裁判官が指名する裁判官

小松支部裁判官 所長が指名する裁判官

七尾支部裁判官 所長が指名する裁判官

輪島支部裁判官 所長が指名する裁判官

金沢簡裁裁判官 司法行政事務を掌理する裁判官が指名する裁判官

小松簡裁裁判官 司法行政事務を掌理する裁判官が指名する裁判官

七尾簡裁裁判官 司法行政事務を掌理する裁判官が指名する裁判官

本官 代行裁判官

輪島簡裁裁判官 熊谷裁判官

珠洲簡裁裁判官 熊谷裁判官



第4開廷日割

1金沢地方裁判所
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庁 本 庁 小 松 七 尾 輪島

民事 刑事 民事 刑事 民事 9 刑事 民事 9 刑事

月 合議

大村

千葉

熊谷
(第1週,第3週）

火

合議

吉川
釜村

大村

千葉

宮下

水 加島 合議 宮下 佐野 熊谷

木

合議

押野

武見

合議 熊谷

金 合議

大村

千葉

宮下 熊谷

備
考

合議は，
随時開廷



2管内簡易裁判所

20

庁 金沢簡裁 小松簡裁 七尾簡裁 輪島簡裁 珠洲簡裁

民事 刑事 民事 刑事 民事 刑事 民事 刑事 民事 刑事

月 (坂下） 小泉
吉田
(吉田）

田島 田島

火
大西
(大西）

(小泉）
吉田 田島 田島 田島 田島

水
小泉
(小泉）

坂下 田島 田島

木 坂下
(坂下）

大西 吉田 田島 田島

金 (大西） 田島 田島

備
考

（ ）は

ﾗウンド

ﾃーブル

（ ）は

ﾗウンド

ﾃーブル

毎月第3火曜日，

第1，2，4水曜日の
み

毎月第1，2火曜日
のみ



第5司法行政事務の代理順序

注上表により難いときは,所長が指名する裁判官
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本官 代理裁判官 備 考

所長
順序 1 加島

村
野

大
押

２
３

本庁民事部の事務総括者 押野

本庁刑事部の事務総括者 千葉

小松支部長 所長が指名する裁判官

七尾支部長 所長が指名する裁判官

輪島支部長 所長が指名する裁判官

金沢簡裁
司法行政事務掌理者

順序 1 大西
2小泉

小松簡裁
司法行政事務掌理者

吉田

▲

七尾簡裁
司法行政事務掌理者

田島

輪島 簡裁
司法行政事務掌理者

熊谷

珠洲 簡裁
司法行政事務掌理者

熊谷


